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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局で基地局から一つのフレーム内の第１トラヒックチャネルを通じて受信される第
１情報と、第２トラヒックチャネルを通じて受信される第２情報の受信状態報告方法にお
いて、
　前記第１及び第２情報の受信状態を各々示すビットを逆方向フレームのスロットに割り
当てる過程と、
　前記逆方向フレームを前記割り当てられたビットと共に伝送する過程と
　からなり、
　前記第１情報の前記受信状態表示ビットはスロット単位の電力制御のための電力制御ビ
ットであり、前記第２情報の前記受信状態表示ビットはフレーム単位の電力制御のための
受信結果表示ビットであることを特徴とする受信状態報告方法。
【請求項２】
　前記第１情報の受信状態表示ビットと前記第２情報の受信状態表示ビットは互いに交替
されることを特徴とする請求項１に記載の前記方法。
【請求項３】
　前記逆方向フレームの連続的な前部スロット内の第１設定ビット数は前記第１情報の前
記受信状態表示ビットに設定され、前記逆方向フレームの連続的な後部スロット内の第２
設定ビット数は前記第２情報の前記受信状態表示ビットに設定されることを特徴とする請
求項１に記載の方法。
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【請求項４】
　前記第１及び第２情報の前記受信状態表示ビットはフレーム単位の電力制御のための受
信結果表示ビットであることを特徴とする請求項１に記載の前記方法。
【請求項５】
　前記逆方向フレームはパイロットチャネルフレームであることを特徴とする請求項１に
記載の前記方法。
【請求項６】
　一つのフレーム内の第１トラヒックチャネルの第１情報と第２トラヒックチャネルの第
２情報を伝送する基地局でトラヒックチャネルの伝送電力を制御する方法において、前記
移動局からの第１及び第２情報の受信結果は、
　多数のスロット内の前記第１及び第２情報の受信状態表示ビットを有する逆方向フレー
ムを受信する過程と、
　前記第１及び第２情報により前記逆方向フレームから受信状態表示ビットを分離し、前
記第１及び第２情報により前記第１及び第２トラヒックチャネルに対する電力制御を遂行
する過程と
　からなり、
　前記第１情報の受信状態表示ビットはスロット単位の電力制御のための電力制御ビット
であり、前記第２情報の受信状態表示ビットはフレーム単位の電力制御のための受信結果
表示ビットであることを特徴とする送信電力制御方法。
【請求項７】
　前記第１情報の受信状態表示ビットと第２情報の受信状態表示ビットは互いに交替され
ることを特徴とする請求項６に記載の前記方法。
【請求項８】
　前記逆方向フレームの連続した前部スロット内の第１設定ビット数を前記第１情報の前
記受信状態表示ビットとして設定し、前記逆方向フレームの連続した後部スロット内の第
２設定ビット数を前記第２情報の前記受信状態表示ビットとして設定することを特徴とす
る請求項６に記載の前記方法。
【請求項９】
　前記第１及び第２情報の前記受信結果表示ビットはフレーム単位の電力制御のための受
信結果表示ビットであることを特徴とする請求項６に記載の前記方法。
【請求項１０】
　前記逆方向フレームはパイロットチャネルフレームであることを特徴とする請求項６に
記載の前記方法。
【請求項１１】
　基地局から一つのフレーム内の第１及び第２トラヒックチャネルを通じて第１及び第２
情報を受信し、前記第１及び第２情報の受信結果を基地局に報告する移動局において、
　前記第１及び第２情報の受信状態表示ビットを多重化する第１多重化器と、
　前記第１及び第２情報の前記多重化された受信状態表示ビットを逆方向フレームのそれ
ぞれ一つの受信状態表示ビットを有するスロットに連続的に割り当てる第２多重化器と
　からなることを特徴とする移動局。
【請求項１２】
　前記第１多重化器は前記第１情報の受信状態表示ビットと前記第２情報の受信状態表示
ビットを交替で出力することを特徴とする請求項１１に記載の前記移動局。
【請求項１３】
　前記第１多重化器は前記第１情報の連続的な受信状態表示ビットを第１設定数に割り当
て、各ビットは連続する先部スロットに割り当てられ、前記第２情報の連続的な受信状態
表示ビットを第２設定数に割り当て、各ビットは連続する後部スロットに割り当てられ、
前記後部スロットは前記第１情報の先部スロットの後に位置することを特徴とする請求項
１１に記載の前記移動局。
【請求項１４】
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　前記第１及び第２情報の前記受信状態表示ビットはフレーム単位の電力制御のための受
信結果表示ビットであることを特徴とする請求項１１に記載の前記移動局。
【請求項１５】
　前記第１情報の受信状態表示ビットはスロット単位の電力制御のための電力制御ビット
であり、前記第２情報の受信状態表示ビットはフレーム単位の電力制御のための受信結果
表示ビットであることを特徴とする請求項１１に記載の前記移動局。
【請求項１６】
　前記逆方向フレームはパイロットチャネルフレームであることを特徴とする請求項１１
に記載の前記移動局。
【請求項１７】
　移動局に一つのフレーム内の第１及び第２トラヒックチャネルを通じて第１及び第２情
報を伝送し、前記移動局から前記第１及び第２情報の受信結果を受信する基地局において
、
　多数のスロットを有する逆方向フレームを受信し、前記逆方向フレームから前記移動局
により多重化された第１及び第２情報の受信状態表示ビットを区分する第１デマルチプレ
クサと、
　前記多重化された受信状態表示ビットを第１情報の受信状態表示ビットと第２情報の受
信状態表示ビットにデマルチプレクシングする第２デマルチプレクサと、からなることを
特徴とする基地局。
【請求項１８】
　前記第１及び第２情報の前記多重化された受信状態表示ビットは逆方向フレームのスロ
ットを交替する時、交替されることを特徴とする請求項１７に記載の前記基地局。
【請求項１９】
　前記第１情報の前記多重化された受信状態表示ビットは前記逆方向フレームの連続した
前部スロットに配列され、前記第２情報の前記多重化された受信状態表示ビットは前記前
部スロットの次の連続した後部スロットに配列されることを特徴とする請求項１７に記載
の前記基地局。
【請求項２０】
　前記第１及び第２情報の受信状態表示ビットはフレーム単位の電力制御のための受信結
果表示ビットであることを特徴とする請求項１７に記載の前記基地局。
【請求項２１】
　前記第１情報の受信状態表示ビットはスロット単位の電力制御のための電力制御ビット
であり、前記第２情報の受信状態表示ビットはフレーム単位の電力制御のための受信結果
表示ビットであることを特徴とする請求項１７に記載の前記基地局。
【請求項２２】
　前記逆方向フレームはパイロットチャネルフレームであることを特徴とする請求項１７
に記載の前記基地局。
【請求項２３】
　少なくとも二つのトラヒックチャネルを通じてフレームを伝送する移動通信システムに
おいて、
　前記少なくとも二つのトラヒックチャネルを通じて前記フレームを受信し、逆方向フレ
ームのスロット内の前記少なくとも二つのトラヒックチャネルに対する受信状態表示ビッ
トを伝送する移動局と、
　移動局から前記逆方向フレームを受信し、前記逆方向フレームから少なくとも二つのト
ラヒックチャネルに対する前記受信状態表示ビットを抽出し、前記受信状態表示ビットの
値に基づいてそれぞれ二つのトラヒックチャネルに対する電力制御を遂行する基地局と
　からなり、
　前記少なくとも二つのトラヒックチャネルに対する前記受信状態表示ビットを多重化す
る第１多重化器と、
　前記逆方向フレームのそれぞれ一つの受信状態表示ビットを有するスロットに前記受信



(4) JP 4098524 B2 2008.6.11

10

20

30

40

50

状態表示ビットを順次的に割り当てる第２多重化器と
　からなることを特徴とする移動通信システム。
【請求項２４】
　前記移動局は、
　前記逆方向フレームを受信し、前記逆方向フレームから受信器により多重化された前記
受信状態表示ビットを分離する第１逆多重化器と、
　前記多重化された受信状態表示ビットをそれぞれのトラヒックチャネルに対する受信状
態表示ビットに逆多重化する第２逆多重化器と
　からなることを特徴とする請求項２３に記載の前記移動通信システム。
【請求項２５】
　移動通信システムで少なくとも二つのトラヒックチャネルを通じて受信されるフレーム
の受信結果を報告する方法において、
　前記少なくとも二つのトラヒックフレームを通じて前記フレームを受信し、逆方向フレ
ームのスロット内の前記受信されたフレームの受信状態表示ビットを伝送する過程と、
　前記逆方向フレームを受信し、前記逆方向フレームから前記少なくとも二つのトラヒッ
クチャネルに対する受信状態表示ビットを抽出し、前記受信状態表示ビットの値に基づい
てそれぞれのトラヒックチャネルの電力制御を遂行する過程と
　からなり、
　前記逆方向フレーム伝送過程は、
　前記少なくとも二つのトラヒックチャネルに対する受信状態表示ビットを多重化する段
階と、
　前記逆方向フレームのそれぞれ一つの受信状態表示ビットを有するスロット内の前記受
信状態表示ビットを順次的に割り当てる段階と
　からなることを特徴とする受信結果報告方法。
【請求項２６】
　前記抽出過程は、
　前記逆方向フレームから伝送前に多重化された前記受信状態表示ビットを抽出する段階
と、
　前記多重化された受信状態表示ビットをそれぞれのトラヒックチャネルに対する前記受
信状態表示ビットに逆多重化する段階と
　からなることを特徴とする請求項２５に記載の前記方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は移動通信システムに関するもので、特に符号分割多重接続(Code Division Multi
ple Access:以下、ＣＤＭＡ)移動通信システムでフレーム受信結果を報告する装置及び方
法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
通常的にフレーム受信結果の報告は、受信側がフレームの受信状態を判断してその結果を
送信側に送ることを意味する。ここで、受信状態は受信フレームのＣＲＣ(Cyclic Redund
ancy Check)検査結果、受信フレームのエネルギレベル、または異なる種類の受信品質な
どに表現することができる。一方、前記送信側は前記フレーム受信結果に基づいて受信側
の電力制御を遂行する。
【０００３】
しかし、従来の移動通信システムを構成する受信器では上述したフレーム受信結果を単一
チャネルのみに対して送信側に報告することによって、二つ以上のチャネルを通じて同時
にフレームが受信される場合には、フレームが受信された二つのチャネル中のいずれか一
つのチャネルのみに対して報告を遂行するようになる。
【０００４】



(5) JP 4098524 B2 2008.6.11

10

20

30

40

50

以下では移動通信システムを具体的な例を挙げて説明する。即ち、ＴＩＡ ＴＲ４５．５/
３ＧＰＰ２で標準化されているＣＤＭＡ移動通信システム(以下、“ＣＤＭＡ２０００シ
ステム”)を基にして説明する。また、上述した送信器は基地局に位置し、受信器は移動
局に位置すると仮定して説明する。一方、前記ＣＤＭＡ２０００システムではトラヒック
チャネルとして基本チャネル(Fundamental Channel)、専用制御チャネル(Dedicated Cont
rol Channel)、付加チャネル(Supplemental Channel)、付加制御チャネル(Supplemental 
control Channel)を使用する。
【０００５】
上述した従来の移動通信システムでフレーム受信結果を報告する動作は大きく二つの形態
に区分することができる。その一番目の形態が図１Ａで示している一つのトラヒックチャ
ネルを使用する場合であり、その二番目の形態が図１Ｂで示している少なくとも二つのト
ラヒックチャネルを使用する場合である。
先ず、図１Ａを参照すると、送信器１１０ａは受信器１２０ａにトラヒックチャネル中の
いずれか一つのチャネルを通じてフレームを送信し、受信器１２０ａはこれに対した受信
結果を送信器１１０ａに報告する。この場合はフレーム受信及び受信結果の報告がただ一
つのチャネルを通じて起こるので、他のトラヒックチャネルを受信結果報告から排除する
問題は避けることができる。しかし、前記のような動作は複数のトラヒックチャネルを通
じてサービスを提供することができないという問題点がある。
【０００６】
次に、図１Ｂを参照すると、送信器１１０ｂは少なくとも二つのトラヒックチャネル、即
ち、第１トラヒックチャネル及び第２トラヒックチャネルを通じてフレームを受信器１２
０ｂに送信し、前記受信器１２０ｂはこれに対した受信結果を送信器１１０ｂに報告する
。この場合は、第１及び第２トラヒックチャネルのフレームが受信されるが、第１トラヒ
ックチャネルのフレーム受信結果のみが送信器１１０ｂに報告され、前記報告動作から第
２トラヒックチャネルのフレームは排除される。前記第１トラヒックチャネルは基本チャ
ネル、または専用制御チャネル、前記第２トラヒックチャネルは付加チャネル、または付
加制御チャネルになることができる。
【０００７】
この時、前記トラヒックチャネルを通じて受信されたフレームと前記受信されたフレーム
受信結果を有する伝送フレーム間の時差的関係を図２に示す。前記図２を参照すると、受
信器がトラヒックチャネルを通じて(ｉ＋１)番目のフレームを受信すると、これに対する
受信結果は(ｉ＋３)番目、即ち二つのフレーム後に伝送する。前記二つのフレームの遅延
が発生することは、移動局の場合、受信フレームと送信フレームが同期化されているので
、(ｉ＋１)番目の受信フレームの受信結果を(ｉ＋１)番目の送信フレームを通じては伝送
することができないためである。また、(ｉ＋１)番目の受信フレームを処理するのに要求
される時間のため、(ｉ＋１)番目の受信フレームの受信結果を(ｉ＋２)番目の送信フレー
ムを通じても伝送できないためである。一方、前記図２では一つのフレームの周期を２０
ｍｓに規定している。
【０００８】
図３Ａは上述した図１Ａ及び図１Ｂの受信器に設けられフレーム受信結果表示ビットを多
重化する多重化器及び多重化方法を示した図である。前記図３ＡはＣＤＭＡ２０００シス
テムの逆方向パイロットチャネルにパイロットと電力制御(ＰＣ：Power Control)ビット
が時間上に多重化されることを示す。前記図３Ｂは一つの電力制御グループ(ＰＣＧ：Pow
er Control Group)の構造を示す。このような１６個の電力制御グループ(ＰＣＧ)が一つ
の２０ｍｓ(milli-second)フレームを構成し、それぞれの電力制御グループはパイロット
及び電力制御ビットを有する。前記電力制御ビットは受信結果表示ビットに代わることが
できる。それぞれの電力制御ビットは該当電力制御グループに対して固有な値を有し、８
００Ｈｚの速い電力制御をできるようにする。これとは異なり受信結果表示ビットは一つ
のフレーム内で一定な値を有する。従って送信器は前記受信結果表示ビットを利用して５
０Ｈｚの遅い電力制御を遂行する。以下では、前記電力制御ビット、または受信結果表示
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ビットのように電力制御情報、または受信結果表示情報を示すビットを“制御ビット”と
いう。通常的にＣＤＭＡ２０００システムの場合、制御ビットは一つの２０ｍｓフレーム
に１６回が伝送される。これは上述したように一つの２０ｍｓフレームは１６個の１．２
５ｍｓＰＣＧに構成され、前記各ＰＣＧは固有の制御ビットを有しているためである。こ
の時、前記一つの１．２５ｍｓＰＣＧは４個の０．３１２５ｍｓグループに分けられ、前
記分けられたグループはそれぞれ３８４Ｎチップに構成される。前記４個のグループ中、
最後の一つのグループは前記制御ビットのため割り当てられる。ここで、前記３８４はス
プレッディングレート(spreading rate)１．２２８８Mcpsを１に仮定する時、前記一つの
グループに割り当てられるチップ数を意味し、前記Ｎはスプレッディングレート(spreadi
ng rate)を意味する。例えば、前記スプレッディングレート(spreading rate)が３、即ち
３．６８６４Mcpsであると、前記一つのグループに割り当てられるチップ数は“３８４×
３”になる。前記一つのグループが３８４Ｎチップに構成されることは下記数１を通じて
分かる。
【０００９】
（数１）
チップ数＝１．２５ms×(１．２２８８Mcps／１sec)×Ｎ
一方、従来技術では受信結果表示ビットが制御ビットとして使用される場合、一つのフレ
ーム内の１６個の電力制御ビットは一つの受信結果を示す値に設定される。言い換えれば
、１６個の電力制御ビットに一つのトラヒックチャネルを通じたフレームの受信結果のみ
を設定するものである。
【００１０】
図４Ａは従来の受信器により報告される受信結果を含むフレームの構造を示す。前記図４
Ａでは一つのフレーム内のすべての受信結果表示ビットが一つの値に設定される。即ち、
一つの受信フレームの受信結果のみを表示する。
さらに図１Ｂを参照すると、基地局１１０ｂは移動局１２０ｂに第１及び第２トラヒック
チャネルを送信するが、移動局１２０ｂはただ一つのチャネル、即ち前記図４Ａのような
構造のフレーム内の第１トラヒックチャネルの受信結果のみを報告する。
【００１１】
前記受信結果は基地局が移動局の送信電力を制御するのに使用されることができる。即ち
、受信結果がよい場合、送信電力を徐々に低くし、受信結果が悪い場合、送信電力を高め
ることにより移動局での受信品質を一定水準に維持することができる。これはフレーム単
位の遅い電力制御方法であり、フレーム当たり１６回が遂行される速い電力制御が容易で
ない場合、使用され得る方法である。また、ここで第１トラヒックチャネルと第２トラヒ
ックチャネルはデータ伝送率、符号化率、要求されるＱｏＳ(Quality of Service)などが
相異なることがある。これは二つのチャネルの特性が相異なるので、それぞれの電力を別
に制御する必要があることを意味する。
【００１２】
しかし、上述した従来技術のように一つのチャネルのみに対して受信結果報告を遂行する
場合、その他のチャネルの送信電力を制御することができないという短所がある。
同時に、電力制御ビットを使用する速い電力制御は二つのトラヒックチャネルの電力を制
御するのに使用され得る。即ち、送信器は二つのトラヒックチャネルのそれぞれを通じて
速い電力制御のための電力制御ビットを伝送する。しかし、速い電力制御は、付加制御チ
ャネルが不連続伝送モードや可変レートに伝送される場合には正確に遂行されない。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
従って、上述したような問題点を解決するための本発明の目的は、移動通信システムで現
在使用中であるすべてのチャネルの受信結果を報告する装置及び方法を提供することにあ
る。
本発明の他の目的は、フレーム内の所定個数のトラヒックチャネルのフレーム受信結果表
示ビットを前記トラヒックチャネルの個数に従って、割り当てて使用するようにする装置
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及び方法を提供することにある。
本発明のさらに他の目的は、少なくとも二つのチャネルを受信する受信器が少なくとも二
つのチャネルの受信結果を表示するビットを多重化し、送信器が前記少なくとも二つのチ
ャネルの送信電力を効率的に制御することができるようにする装置及び方法を提供するこ
とにある。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
上述したような目的を達成するための本発明は、移動局の受信器は基地局の伝送器から受
信される少なくとも二つのトラヒックチャネルに対するフレーム受信結果表示ビットを多
重化し、前記多重化されたフレーム受信結果表示ヒットをパイロット信号にビット単位に
挿入して逆方向送信信号に伝送する。すると、基地局は前記逆方向フレームからパイロッ
ト信号を抽出した後、前記フレーム受信結果表示ビットを逆多重化し、前記フレーム受信
結果表示ビットの前記値に基づいて前記トラヒックチャネルを通じて電力制御を遂行する
。
【００１５】
【発明の詳細な説明】
以下、本発明の望ましい実施形態を添付図を参照しつつ詳細に説明する。下記の説明にお
いて、本発明の要旨のみを明瞭にする目的で、関連した公知機能または構成に関する具体
的な説明は省略する。
図１Ｃは本発明の実施形態に従って、移動局が一般的にどのように受信結果を報告するか
を示す図である。図１Ｃを参照すると、送信器(基地局)１１０ｃは受信器(移動局)１２０
ｃに第１トラヒックチャネルのフレーム及び第２トラヒックチャネルのフレームを送信す
る。この時、受信器１２０ｃは第１及び第２トラヒックチャネルのフレーム受信結果を多
重化して送信する。送信器(基地局)１１０ｃは前記受信結果に従って遅い電力制御、また
は速い電力制御を遂行することができる。ここではトラヒックチャネルの数が二つである
場合を仮定したが、トラヒックチャネルの数が二つ以上である場合にも同一に適用される
ことができる。
【００１６】
図４Ｂは本発明の一実施形態による受信器の受信結果報告のためのフレーム構造を示した
図である。送信器が受信器に第１トラヒックチャネルのフレーム及び第２トラヒックチャ
ネルのフレームを送信した場合、上述した従来技術のように本発明による受信器も送信器
に逆方向パイロット信号と受信結果表示ビットを時間上多重化して送信する。しかし従来
技術では一つのフレーム内の１６個の受信結果表示ビットが一つのチャネルに対する値に
設定された。これに対して本発明ではフレーム前部の８個の制御ビットが第１トラヒック
チャネルのフレーム受信結果表示ビットに設定され、後部の８個の制御ビットが第２トラ
ヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットに設定される。ここでは各トラヒックチャ
ネルのフレーム受信結果表示ビット数を同一に設定したが、具現例に従って各トラヒック
チャネル受信結果表示ビット数の比を相異なる比率に(例、１０:６)設定することもでき
る。
【００１７】
図４Ｃは本発明の他の実施形態による受信器の受信結果報告のためのフレーム構造を示し
た図である。ここでは逆方向フレーム内の制御ビットを第１トラヒックチャネルのフレー
ムに対する受信結果表示ビットと第２トラヒックチャネルのフレームに対する受信結果表
示ビットに交替で割り当てる。即ち、奇数番目の制御ビットは第１トラヒックチャネルの
フレームに対した受信結果表示ビットに設定され、偶数番目の制御ビットは第２トラヒッ
クチャネルのフレームに対する受信結果表示ビットに設定される。
【００１８】
一方、二つ以上のトラヒックチャネルの受信結果を多重化することにおいて、上述した図
４Ａと図４Ｂの例に示したフレーム受信結果表示ビットのパターン以外にも多様なパター
ンの応用ができることは自明であろう。
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図４Ｄは本発明の第３実施形態による受信器の受信結果報告のためのフレーム構造を示し
た図である。ここではトラヒックチャネルのフレーム受信結果が長さ１６のコードワード
(Codeword)に符号化された場合を示している。各チャネルの受信結果を表示することがで
きる符号は多様に存在する。本発明で前記コードワードは第１及び第２トラヒックチャネ
ルそれぞれの状態を送信側に報告するために定義されたもので、各状態を示すコードワー
ドは相互に直交性を有すべきである。下記表１　では第１及び第２トラヒックチャネルそ
れぞれの状態表示を直交のコードワードに設定した一例を示す。
【００１９】
【表１】

【００２０】
前記表１を参照すると、第１及び第２トラヒックチャネルの受信結果がすべて良好な場合
には“００００００００００００００００”のコードワードを使用し、第１トラヒックチ
ャネルの受信結果は良好であるが、第２トラヒックチャネルの受信結果が不良である場合
には“０１０１０１０１０１０１０１０１”のコードワードを使用する。また、第１トラ
ヒックチャネルの受信結果は不良であるが、第２トラヒックチャネルの受信結果が良好な
場合には“００１１００１１００１１００１１０”のコードワードを使用し、第１及び第
２トラヒックチャネルの受信結果がすべて不良である場合には“０１１００１１００１１
００１１０”のコードワードを使用する。即ち、一つのコードシンボルは一つのフレーム
内の１６個のスロットそれぞれに割り当てられる。前記表１から、前記受信器がエラーの
発生にも関わらず受信されたコードワードを復旧するために、前記コードワードは互いに
直交されることが分かる。
【００２１】
一方、前記＜表１では直交符号を使用した例を開示しているが、上述したようにエラーを
復旧するのに優秀なコードであればどのようなコードワードを使用しても関係ない。また
、前記表１では受信結果が良好(good)、または不良(bad)である場合を例に挙げたが、本
発明は受信結果がその以上の情報を示す場合にも適用できる。例えば受信フレームのＣＲ
Ｃ検査結果、受信エネルギレベル、または他の種類の情報を含むことができる。
【００２２】
上述した方法により符号化されたフレームを受信した送信側では受信されたフレームの１
６ビットコードワードに前記表１に示した４個の直交符号をそれぞれかけて、その結果中
、相関値が一番大きな直交符号に対応する受信結果を選択する。例えば、１６ビットコー
ドワードが直交符号“００００００００００００００００”に対して一番大きな相関値を
有すると、第１及び第２トラヒックチャネルを通じた受信結果がすべて良好であることを
感知するようになる。
【００２３】
図４Ｅは本発明の第４実施形態による受信器の受信結果報告のためのフレーム構造を示し
た図である。この実施形態は上述した実施形態のように、送信器は受信器に第１及び第２
トラヒックチャネルのフレームを送信し、受信器は逆方向パイロット信号と第１及び第２
トラヒック制御ビットを時間上多重化して送信する。しかし、この場合、第１トラヒック
制御ビットの位置にフレーム受信結果表示ビットの代わりに電力制御ビットが挿入される
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。即ち、第１トラヒックチャネルに対してはビットごとに独立的な値を有する電力制御ビ
ットが伝送される。一方、第２トラヒックチャネルに対しては一つのフレーム内で一定な
値を有するフレーム受信結果表示ビットが伝送される。送信器(基地局)１１０ｃはこの値
を利用して第１トラヒックチャネルに対しては４００Ｈｚの速い電力制御を遂行し、第２
トラヒックチャネルに対しては５０Ｈｚの遅い電力制御を遂行することができる。
【００２４】
ここでは電力制御ビットとフレーム受信結果表示ビットが同一比率であり、交替で伝送さ
れるパターンを仮定したが、この以外の比率、またはパターンである場合にも同一に適用
されることができる。また二つ以上のトラヒックチャネルを使用する他の場合にも同一に
適用される。
図４Ｆは本発明の第５実施形態よる受信結果報告のためのフレーム構造を示した図である
。図４Ｆは逆方向フレーム内で電力制御ビットとフレーム受信結果表示ビットが１：３の
比率に割り当てられた場合を示す。
【００２５】
図５は本発明の実施形態による送信器の構造を示した図である。前記図５を参照すると、
第１トラヒックチャネルのフレーム生成器５１０は第１トラヒックチャネルのフレームを
生成して出力する。乗算器５１４は前記第１トラヒックチャネルのフレームを第１チャネ
ル利得と掛けて出力する。第２トラヒックチャネルのフレーム生成器５１２は第２トラヒ
ックチャネルのフレームを生成して出力する。乗算器５１６は前記第１トラヒックチャネ
ルのフレームを第２チャネル利得と掛けて出力する。チャネル利得制御器５２２は受信器
からのフレーム受信結果に基づいて各トラヒックチャネルのフレーム利得を制御するため
の制御信号を伝送する。第１利得発生器５１８は前記チャネル利得制御器５２２の制御下
に前記第１チャネル利得を生成する。第２利得発生器５２０は前記チャネル利得制御器５
２２の制御下に前記第２チャネル利得を生成する。乗算器５２４は前記乗算器５１４の出
力を第１直交符号と掛けて出力し、乗算器５２６は前記乗算器５１６の出力を第２直交符
号と掛けて出力する。乗算器５２８、５３０は前記乗算器５２４、５２６それぞれの出力
を予め設定されたＰＮ符号に拡散して出力する。加算器５３２は前記乗算器５２８、５３
０それぞれの出力を加算して送信信号に出力する。さらに他の方法に前記乗算器５２４及
び５２６の出力信号を加算した後に、同一のＰＮ符号に拡散することもでき、その結果は
同一である。
【００２６】
以下、上述した図５の構成を参照して本発明の実施形態による送信器の動作を説明する。
第１トラヒックチャネルのフレーム及び第２トラヒックチャネルのフレームは第１トラヒ
ックチャネルのフレーム生成器５１０及び第２トラヒックチャネルのフレーム生成器５１
２からそれぞれ生成される。前記乗算器５１４は第１トラヒックチャネルのフレームと前
記第１チャネル利得生成器５１８から生成された第１チャネル利得を掛ける。前記乗算器
５１６は第２トラヒックチャネルのフレームと前記第２チャネル利得生成器５２０から生
成された第２チャネル利得を掛ける。前記第１及び第２チャネル利得は前記受信器から受
信される前記受信結果に基づいて前記チャネル利得制御器５２２により決定される。前記
乗算器５２４は前記利得制御された第１トラヒックチャネルのフレームと第１直交符号を
掛け、前記乗算器５２６は前記利得制御された第２トラヒックチャネルのフレームと第２
直交符号を掛ける。前記乗算器５２８及び５３０は前記乗算器５２４及び５２６の出力を
それぞれ予め設定されたＰＮコードに拡散する。前記加算器５３２は前記乗算器５２８及
び５３０の出力を加算して、共通伝送信号に出力する。
【００２７】
一方、上述したようにチャネル利得制御器５２２は報告された受信結果に基づいてチャネ
ル利得を調節する。このようにするために、前記受信結果の報告は受信器から提供される
フレームを分析する構成が追加に要求される。即ち、受信器は各トラヒックチャネルを通
じて伝送されたフレームの受信結果を一つのフレーム区間内にいくつかのシンボルに伝送
することによって、一つのフレームから各トラヒックチャネルに対応する受信結果を表示
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するシンボルを分離するための構成が要求されるものである。このような構成の具体的な
実施形態は図７Ｃ、８Ｃ、９Ｃ及び１０Ｂで詳細に示している。
【００２８】
第１トラヒックチャネルの受信結果が良好であると判断される場合には、第１及び第２ト
ラヒックチャネルの送信電力を同一の比率に徐々に低める。これに対して第１トラヒック
チャネルの受信結果が不良であると判断される場合には、第１トラヒックチャネル及び第
２トラヒックチャネルの送信電力を同一の比率に徐々に高める。上述したような動作の場
合、第１及び第２トラヒックチャネルのフレーム受信結果が同一であると、問題はないだ
ろう。即ち、第２トラヒックチャネルの受信結果が第１トラヒックチャネルの受信結果と
類似な場合には、第１トラヒックチャネルに対する第２トラヒックチャネルの相対的な電
力比をそのまま維持した状態で前記第１及び第２トラヒックチャネルの送信電力を徐々に
低めるか、高める。しかし、第２トラヒックチャネルの受信結果が第１トラヒックチャネ
ルの受信結果と相異なる状態が多数発生すると、上述した相対的な比率を維持して送信電
力を調節することは望ましくない。従って、第２トラヒックチャネルの受信結果と第１ト
ラヒックチャネルの受信結果の相異なる状態がある程度持続すると判断されると、第１ト
ラヒックチャネルに対する第２トラヒックチャネルの相対的な電力比を調節し、前記調節
された相対的な電力比により第１及び第２トラヒックチャネルに対する送信電力を制御す
る。前記相対的な電力比を調節する例を挙げると、第１トラヒックチャネルのフレーム受
信結果は良好であるが、第２トラヒックチャネルのフレーム受信結果が不良である場合に
は、前記第２トラヒックチャネルの送信電力はそのままに維持し、前記第１トラヒックチ
ャネルの送信電力を低めることにより前記第１及び第２トラヒックチャネルの送信電力の
相対的電力比を調節する。このような方法で、前記トラヒックチャネルの受信結果がすべ
て不良になるまで、前記送信電力比が適用される。このように二つのチャネルが類似な受
信結果を示すようになると、二つのチャネルの相対的電力比を一定に維持した状態で送信
電力を遂行することにより、受信品質を一定水準に維持することができる。一方、上述し
た実施形態による構成及び動作は受信器内の構成と共に後述する。
【００２９】
図６Ａは本発明の実施形態による移動通信システムを構成する受信器の中、第１トラヒッ
クチャネルのフレームを受信するための構成を示した図である。前記図６Ａを参照すると
、逆拡散器６１０は順方向リンクを通じて受信される第１トラヒックチャネルのフレーム
をＰＮシーケンスに逆拡散する。逆符号化器６１２は前記ＰＮ逆拡散された信号を対応さ
れるチャネルの直交符号に逆拡散する。ここで前記直交符号はウォルシュ符号(Walsh Cod
e)になることができ、前記チャネルは使用者トラヒックチャネルになることができる。Ｃ
ＲＣ検査部６１４は前記チャネルの直交符号に逆拡散された信号のＣＲＣ検査を遂行して
検査結果を出力する。電力測定部６１６は前記ＰＮ逆拡散された信号の電力を測定して、
前記測定された電力が十分であるか、不十分であるかを判断する。例えば、前記ＰＮ逆拡
散された信号の電力が所定の電力レベルに対応する基準電力値より大きな場合には十分な
電力と判断し、そうでなければ不十分な電力と判断する。フレーム受信結果判定部６１８
は前記電力測定に基づいて第１トラヒックチャネルのフレーム受信結果を判定して、前記
第１トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットを出力する。
【００３０】
図６Ｂは本発明の実施形態による移動通信システムを構成する受信器中、第２トラヒック
チャネルのフレームを受信するための構成を示した図である。前記図６Ｂで示している構
成は図６Ａから電力測定部６１６を除去した構成と同一である。これは第１トラヒックチ
ャネルを通じて提供される第１トラヒックチャネルのフレームには電力測定のための情報
が含まれているが、第２トラヒックチャネルを通じて提供される第２トラヒックチャネル
のフレームには電力測定のための情報が含まれていないためである。言い換えれば、前記
第２トラヒックチャネルのフレームはＣＲＣ検査情報のみを有し、ＣＲＣ情報が提供され
ない間は、前記第２トラヒックチャネルは実際的に解除される。従って、フレーム受信結
果判定部６２６はＣＲＣ検査部６２４からのＣＲＣ検査結果により第２トラヒックチャネ
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ルのフレーム受信結果を判断して、第２トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビッ
トを出力する。
【００３１】
上述した図６Ａと図６Ｂの構成を対比してみると、第１トラヒックチャネルのフレームと
第２トラヒックチャネルのフレームを受信するための構成が相異なるものは、第１トラヒ
ックチャネルのフレームにはＣＲＣ検査のための情報とエネルギ測定のためのシンボルが
含まれているが、第２トラヒックチャネルのフレームにはＣＲＣ検査のための情報のみが
含まれているためである。言い換えれば、第１トラヒックチャネルのフレーム受信状態を
判定するためには、ＣＲＣ検査とエネルギ測定がすべて要求されるが、第２トラヒックチ
ャネルのフレームの受信状態を判定するためには、ＣＲＣ検査のみが要求される。また、
上述した構成の中、逆拡散器６１０と逆拡散器６２１にそれぞれ提供される信号はすべて
のチャネルを通じて受信される信号を包含する受信信号フレームという用語を使用すべき
であるが、図上には説明に便利なため第１トラヒックチャネルのフレーム及び第２トラヒ
ックチャネルのフレームとの用語を使用していることに注意すべきである。
【００３２】
以下、上述した図６Ａ及び図６Ｂを参照して、本発明の実施形態による受信器の動作を説
明する。第１及び第２トラヒックチャネルのフレームは前記逆拡散器６１０及び６２０に
それぞれ提供される。前記逆拡散器６１０及び６２０は前記第１及び第２トラヒックチャ
ネルのフレームをＰＮ符号と掛ける。前記逆拡散器６１０の前記ＰＮ逆拡散信号は逆符号
化器６１２、前記電力測定部６１６、前記逆拡散器６２０の前記ＰＮ逆拡散信号、逆符号
化器６２２に提供される。
【００３３】
前記逆符号化器６１２及び６２２は対応直交符号に前記ＰＮ逆拡散された信号を逆拡散す
る。前記ＣＲＣ検査部６１４及び６２４は前記直交逆拡散信号のＣＲＣを検査する。前記
電力測定部６１６は前記逆拡散器６１０から受信された第１トラヒックチャネルのフレー
ムの予め設定された区間の非電力制御ビット(Ｎｏｎ＿ＰＣＢ)及び電力制御ビット(ＰＣ
Ｂ)の電力値を測定する。特に、前記電力測定部６１６は第１トラヒックチャネルのフレ
ームの予め設定された区間の非電力制御ビットと電力制御ビットの電力値を累積し、前記
累積された値と基準電力値を比較することにより、第１トラヒックチャネルのフレーム電
力が十分であるか、不十分であるかを判断する。
【００３４】
一方、前記フレーム受信結果判定部６１８は前記ＣＲＣ検査部６１４から受信されたＣＲ
Ｃ検査結果に基づいて第１トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットを発生し、
前記電力測定部６１６から受信された判定結果は下記表２のようである。
【表２】

【００３５】
前記表２を参照すると、前記電力値が基準電力値より大きくなく、ＣＲＣ検査結果が不良
である場合には、前記受信結果表示ビットは“０”に設定される。一方、その以外の場合
には受信結果表示ビットは“１”に設定される。
また、前記図６Ｂのフレーム受信結果判定部６２６は前記ＣＲＣ検査部６２４からの検査
結果により第２トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットを発生する。例えば、
前記ＣＲＣ検査結果が良好であると判断されると、受信結果がよいことを示す“１”を第
２トラヒックチャネル受信結果ビットに設定する。しかし、前記ＣＲＣ検査結果が不良で
あると判断されると、受信結果がよくないことを示す“０”を第２トラヒックチャネルの
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フレーム受信結果表示ビットに設定する。
【００３６】
この時、前記第１及び第２トラヒックチャネルのフレーム受信結果ビットは一つのフレー
ムに構成され送信器に伝送されるべきである。トラヒックチャネルのフレーム受信結果表
示ビットを一つのフレームに構成して伝送する構成が要求される。このような構成の具体
的な例は図７Ａ、８Ａ、９Ａ及び１０Ａで詳細に開示されている。
以下、上述したトラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットを一つのフレーム内に
いくつかのシンボルに構成して伝送する構成と、前記フレームから各トラヒックチャネル
に対応する受信結果シンボルを抽出するための構成の例を説明する。
【００３７】
先ず、一つのフレームから各トラヒックチャネルの受信結果を通報するための装置の構成
例を添付された図７Ａ、図８Ａ、図９Ａ、及び図１０Ａを参照して説明する。
第１実施形態
図７Ａは本発明による受信器で送信逆方向フレームを生成するための構成の一実施形態を
示した図である。前記図７Ａを参照すると、第１マルチプレクサ(以下、“ＭＵＸ１”)７
１０は図６Ａ及び図６Ｂの構成から受信された第１及び第２トラヒックチャネルのフレー
ムの前記フレーム受信結果表示ビットを多重化する。第１マルチプレクサ７１０は前記第
１トラヒックチャネルのフレームの前記フレーム受信結果表示ビットを連続的に出力し、
その後、第２トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットを連続的に出力する。ま
たは、前記ＭＵＸ１・７１０は前記第１及び第２トラヒックチャネルのフレームの前記フ
レーム受信結果表示ビットをビット単位に出力する。第２マルチプレクサ(以下、“ＭＵ
Ｘ２”)７１２は前記ＭＵＸ１・７１０からの多重化されたトラヒックチャネルのフレー
ム受信結果表示ビットとパイロット信号を時間上多重化して出力する。この時、一つの電
力制御グループ内に一つの受信結果表示ビットを挿入する。乗算器７１４は前記ＭＵＸ２
・７１２の出力を送信器と約定されたＰＮ符号とかけることにより拡散させ逆方向送信信
号に出力する。ここで上述したＭＵＸ１・７１０及びＭＵＸ２・７１２は一つの３ウェイ
ＭＵＸと等価に具現することができる。
【００３８】
以下、上述した図７Ａの構成を参照して送信逆方向フレームを生成する動作の一実施形態
を説明すると次のようである。図６Ａ及び図６Ｂのフレーム受信結果判定部６１８及び６
２６からの第１及び第２トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットはＭＵＸ１・
７２０により多重化され出力される。前記多重化形態は前記ＭＵＸ１・７１０を制御する
方法により多様化されることができる。二つのマルチプレクシング方法の中、一つの方法
は、第１トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットを連続的に選択した後、第２
トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットを連続的に選択する形態に多重化を遂
行する。他の方法は、第１及び第２トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットを
交替で選択する。一方、この時、前記ＭＵＸ１・７１０を制御するためには制御部が要求
されるが、図示しないが、受信器の全般的な動作を制御するか、または別のＭＵＸ１・７
１０のみの動作を制御するかには関係ない。
【００３９】
上述した動作により多重化され出力されるトラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビ
ットはＭＵＸ２・７１２に提供され一つの電力制御グループ内に一つの受信結果表示ビッ
トが含まれるようにパイロット信号と時間的に多重化され出力される。これはＭＵＸ２・
７１２を制御して入力されるパイロット信号を選択して出力する間、所定位置(時点)に至
る時、前記多重化されたトラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットを選択するこ
とにより可能である。この時、前記トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットを
ビット単位に挿入する周期、または位置は具現に従って変わることができる。前記ＭＵＸ
２・７１２により時間的に多重化され出力される信号は乗算器７１４に提供される。前記
乗算器７１４に提供された信号は送信器(基地局)を区分するための所定のＰＮ符号とかけ
られて逆方向送信信号に伝送される。前記ＰＮ符号とかけられるのはＰＮ拡散されたとす
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ることができる。
【００４０】
図４Ｂ及び図４Ｃは逆方向送信フレーム構造の実施形態である。前記図４Ｂのフレームは
、ＭＵＸ１・７１０が第１トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットの所定数(
一例に“８ビット”)だけを先ず選択して出力した後、第２トラヒックチャネルのフレー
ム受信結果表示ビットの所定数を選択して出力する場合に発生される。即ち、ここではフ
レーム前半部分の８個の制御ビットを第１トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビ
ットに設定し、後半部分の８個の制御ビットを第２トラヒックチャネルのフレーム受信結
果表示ビットに設定する。これに対して図４Ｃの前記フレームは前記ＭＵＸ１・７１０が
前記第１トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットと前記第２トラヒックチャネ
ルのフレーム受信結果表示ビットを交替で選択する場合に発生される。即ち、上述したよ
うに前記ＭＵＸ１・７１０の制御を差別化することにより得られる逆方向送信フレームの
形態は相異なるようになる。
【００４１】
第２実施形態
図８Ａは本発明による受信器で送信逆方向フレームを生成するための構成の他の実施形態
を示した図である。前記図８Ａを参照すると、マルチプレクサ(以下、“ＭＵＸ”)８１０
は図６Ａ及び図６Ｂに示した構造から受信される第１及び第２トラヒックチャネルのフレ
ーム受信結果表示ビットを多重化して出力する。乗算器８１２は前記多重化されたフレー
ム受信結果ビットを第１直交符号と掛けて出力することにより、前記トラヒックチャネル
のフレーム受信結果表示ビットを変調する。乗算器８１４はパイロット信号を予め設定さ
れた直交符号(０番直交符号、またはＷ0)と掛けて出力することにより前記パイロット信
号を変調する。加算器８１６は前記変調されたフレーム受信結果ビットと変調されたパイ
ロット信号を加算して出力する。乗算器８１８は前記加算器８１６の出力信号を拡散し、
前記拡散されたＰＮ符号を逆方向送信フレームとして伝送する。即ち、前記フレーム受信
結果表示ビットを伝送するために新たな符号チャネル(第１直交符号)を割り当てて伝送す
る方式である。
【００４２】
以下、上述した図８Ａの構成を参照して送信逆方向フレームを生成する動作の他の実施形
態を説明する。図６Ａ及び図６Ｂのフレーム受信結果判定部６１８及び６２６からの第１
及び第２トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットはＭＵＸ１・８１０により多
重化され出力される。前記多重化形態は図７Ａの実施形態でも説明したように、前記ＭＵ
Ｘ８１０を制御する方法により様々に設計することができる。前記ＭＵＸ８１０により多
重化され提供されるトラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットは乗算器８１２に
より第１直交符号と掛けられて変調され出力される。前記変調はチャネルを区分するため
の動作である。一方、パイロット信号は乗算器８１４に提供され、パイロット信号を変調
するために通常的に使用される直交符号であるＷ0と掛けられて変調され出力される。前
記変調され出力されるトラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットとパイロット信
号は加算器８１６に提供される。前記加算器８１６に提供された前記トラヒックチャネル
のフレーム受信結果表示ビットは前記変調されたパイロット信号と加算され出力される。
このように直交符号を掛けた後、加えることが、受信結果表示ビットとパイロット信号の
符号多重化(Code Multiplexing)であると見ることができる。前記乗算器８１８は前記符
号多重化された信号とＰＮ符号を掛けて、前記ＰＮ拡散信号を逆方向送信フレームとして
伝送する。
【００４３】
前記逆方向送信フレームの一例は図８Ｂのようである。前記フレーム受信結果表示ビット
は第１直交符号に対応する符号チャネルを通じて伝送され、前記パイロット信号は直交符
号０(Ｗ0)に対応する符号チャネルを通じて伝送される。一方、前記フレーム受信結果表
示ビットの前部分の半ばは前記第１トラヒックチャネルのフレームに割り当てられ、後部
分の半ばは前記第２トラヒックチャネルのフレームに割り当てられる。
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【００４４】
第３実施形態
図９Ａは本発明による受信器で送信逆方向フレームを生成するための構成の一実施形態を
示した図である。前記図９Ａを参照すると、第１マルチプレクサ(以下“ＭＵＸ１”)９１
０は図６Ａに示した構造から受信される第１トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示
ビットと第１逆方向トラヒックチャネルのフレームデータを時間上多重化して出力する。
第２マルチプレクサ(以下“ＭＵＸ２”)９１２は図６Ｂに示した構造から受信した第２ト
ラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットと第２逆方向トラヒックチャネルのフレ
ームデータを時間上多重化して出力する。乗算器９１４は前記ＭＵＸ１・９１０から受信
される多重化された信号を第１直交符号と掛けて出力することにより前記多重化された信
号を変調する。乗算器９１６は前記ＭＵＸ２・９１２から受信される多重化された信号を
第２直交符号と掛けて出力することにより前記多重化された信号を変調する。乗算器９１
８はパイロット信号を所定直交符号(０番直交符号、またはＷ0)と掛けて出力することに
より前記パイロット信号を変調する。加算器９２１は前記乗算器９１４、９１６及び９１
８の出力信号を加算する。乗算器９２２は前記加算器９２０からの信号を所定ＰＮ符号と
掛けて逆方向送信信号に出力することにより前記信号を拡散する。
【００４５】
以下、上述した図９Ａの構成を参照して送信逆方向フレームを生成する動作のさらに他の
実施形態を説明する。図６Ａのフレーム受信結果判定部６１８からの第１トラヒックチャ
ネルのフレーム受信結果表示ビットと第１逆方向トラヒックチャネルのフレームデータは
ＭＵＸ１・９１０により時間上多重化され出力される。一方、図６Ｂのフレーム受信結果
判定部６２６からの第２トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットと第２逆方向
トラヒックチャネルのフレームデータはＭＵＸ２・９１２により時間上多重化され出力さ
れる。前記多重化形態は前記ＭＵＸ１・９１０と前記ＭＵＸ２・９１２を制御する方法に
より作ることができる。前記ＭＵＸ９１０により多重化され提供される信号は乗算器９１
４により第１直交符号と掛けられて変調され出力され、前記ＭＵＸ２・９１２により多重
化され提供される信号は乗算器９１６により第２直交符号と掛けられて変調され出力され
る。前記変調を行うことはチャネルを区分するための動作である。一方、パイロット信号
は乗算器９１８に提供されパイロット信号を変調するために通常的に使用される直交符号
であるＷ0と掛けられて変調され出力される。前記乗算器９１４、９１６及び９１８から
変調され出力される信号とパイロット信号は加算器９２０に提供される。前記加算器９２
０に提供された前記変調された信号は前記変調されたパイロット信号と加算され出力され
る。このように直交符号をかけた後に加算することは受信結果表示ビットとパイロット信
号の符号多重化(Code Multiplexing)と見ることができる。前記加算され出力される信号
は乗算器９２２に提供され送信器(基地局)を区分するためのＰＮ符号とかけられて拡散さ
れた後、逆方向送信信号に出力される。
【００４６】
前記逆方向伝送フレームの一例は図９Ｂのようである。前記図９Ｂの逆方向送信信号は第
１直交符号に対応する符号チャネルを通じて第１逆方向トラヒックチャネルデータ及び第
１トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットを伝送し、第２直交符号に対応する
符号チャネルを通じて第２逆方向トラヒックチャネルデータ及び第２トラヒックチャネル
のフレーム受信結果表示ビットを伝送する。一方、直交符号０に対応する符号チャネルを
通じてはパイロット信号を伝送する構造を示した。
【００４７】
第４実施形態
図１０Ａは本発明による受信器で送信逆方向フレームを生成するための構成の一実施形態
を示した図である。前記図１０Ａを参照すると、第１マルチプレクサ(以下、“ＭＵＸ１
”)１０１０は第１トラヒックチャネルに対する電力制御ビットと図６から示した構成か
ら受信された第２トラヒックチャネルに対するフレーム受信結果ビットを交替で出力する
。第２マルチプレクサ(以下、“ＭＵＸ２”)１０１２は前記ＭＵＸ１・１０１０からの多
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重化されたトラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットとパイロット信号を時間上
多重化して出力する。この時、一つの電力制御グループ内に一つの電力制御ビット、また
は受信結果表示ビットを挿入する。乗算器１０１４は前記ＭＵＸ２・１０１２の出力を送
信器と約定されたＰＮ符号と掛けることにより拡散させ逆方向送信信号に出力する。ここ
で上述したＭＵＸ１・１０１０とＭＵＸ２・１０１２は一つの３－ウェイＭＵＸに具現し
て一つのフレームで交替で電力制御ビットと受信結果表示ビットをパイロット信号に挿入
して伝送するとしても前記二つのマルチプレクサ１０１０、１０１２を使用する例と同じ
ようになる。
【００４８】
以下、上述した図１０Ａの構成を参照して送信逆方向フレームを生成する動作の一実施形
態を説明する。第１トラヒックチャネルに対する電力制御ビットと図６のフレーム受信結
果判定部６２０からの第２トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットはＭＵＸ１
・１０１０により多重化され出力される。前記多重化形態は前記ＭＵＸ１・１０１０を制
御する方法により作り出すことができる。しかし、本実施形態では第１トラヒックチャネ
ルに対する電力制御ビットと第２トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットを交
替で選択する形態に多重化を遂行する。
【００４９】
この時、前記ＭＵＸ１・１０１０を制御するためには制御部が要求されるが、図示しない
が、受信器の全般的な動作を制御するか、またはＭＵＸ１・１０１０のみを制御する制御
部を備えて具現することができる。
上述した動作により多重化され出力されるトラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビ
ットはＭＵＸ２・１０１２に提供され一つの電力制御グループ内に一つの電力制御ビット
、または受信結果表示ビットが含まれるようにパイロット信号と時間的に多重化され出力
される。これはＭＵＸ２・１０１２を制御して入力されるパイロット信号を選択して出力
する間、所定位置(時点)に至る時、前記多重化されたトラヒックチャネルのフレーム受信
結果表示ビットを選択することによりできる。この時、前記トラヒックチャネルに対した
電力制御ビットとフレーム受信結果表示ビットをビット単位に挿入する周期、または位置
は具現に従って変わることもできる。前記ＭＵＸ２・１０１２により時間的に多重化され
出力される信号は乗算器１０１４に提供される。前記乗算器１０１４に提供された信号は
送信器(基地局)を区分するための所定のＰＮ符号と掛けられて逆方向送信信号に伝送され
る。前記ＰＮ符号と掛かけられることはＰＮ拡散されたとすることができる。
【００５０】
前記逆方向伝送フレームは図４Ｂのようである。前記フレーム逆方向伝送フレームはＭＵ
Ｘ１・１０１０が第１トラヒックチャネルに対する電力制御ビットと第２トラヒックチャ
ネルに対するフレーム受信結果表示ビットを交替で選択する多重化動作により生成される
。即ち、ここではフレームの１６個の制御ビットを第１トラヒックチャネルに対する電力
制御ビットと第２トラヒックチャネルに対するフレーム受信結果表示ビットに交替で設定
し、一つのフレーム内に電力制御ビットと受信結果表示ビットがそれぞれ８個ずつ占めて
いる構造を示した。
【００５１】
ここでは電力制御ビットと受信結果表示ビットが同一の比率８：８であり、電力制御ビッ
トと受信結果表示ビットが交替で伝送されるパターンを仮定したが、その他の比率、また
はパターンの場合にも同一に適用されることができる。さらに図４Ｆを参照すると、前記
電力制御ビットと前記フレーム受信結果表示ビットが３：１に割り当てられる。このよう
にトラヒックチャネルの数が二つ以上である場合と、第１トラヒックチャネルに対しては
受信結果表示ビットを伝送し、第２トラヒックチャネルに対しては電力制御ビットを伝送
する場合にも同一に適用される。
【００５２】
上述した第１乃至第４実施形態で開示している受信器の送信逆方向フレームを生成するた
めの構成及び動作は、第２トラヒックチャネルのフレームにＣＲＣ情報が記録されている
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場合の構成及び動作を説明している。前記第２トラヒックチャネルのフレームは上述した
ようにエネルギ測定のためのシンボルを有していないことによって、第２トラヒックチャ
ネルが解除される場合には第２トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットを得る
ことができない。従って、この場合には第２トラヒックチャネルのフレームに対応した受
信結果を伝送する必要がないので、従来の第１トラヒックチャネルのフレームに対応した
受信結果を伝送する方法と同一に１６ビットのトラヒックチャネルのフレーム受信結果表
示ビットに第１トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットのみを記録して伝送す
るとよい。
次に、トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットを一つのフレームに構成して伝
送する構成の例を添付された図７Ｃ、図８Ｃ、図９Ｃ、図１０Ｂを参照して説明する。
【００５３】
第１実施形態
図７Ｃは本発明による図７Ａの移動局送信器に対応する基地局で入力逆方向フレーム受信
器の一実施形態を示した図である。前記図７Ｃを参照すると、乗算器７１６は入力逆方向
フレームを受信器で使用されたＰＮ符号と同一のＰＮ符号を利用して逆拡散する。この時
、前記逆方向フレームは上述した図４Ｂで示している形態のフレームのようである。第２
デマルチプレクサ(以下、“ＤＥＭＵＸ２”)７１８は前記逆拡散された信号に対して時間
上逆多重化を遂行してパイロット信号と多重化されたフレーム受信結果表示ビットを分離
して出力する。第１デマルチプレクサ(以下、“ＤＥＭＵＸ１”)７２０は前記分離された
多重化されたフレーム受信結果表示ビットに対して逆多重化を遂行して、第１トラヒック
チャネルのフレーム受信結果表示ビットと第２トラヒックチャネルのフレーム受信結果表
示ビットを分離して出力する。ここで上述したＤＥＭＵＸ１・７２０とＤＥＭＵＸ２・７
１８は一つの３－ウェイＤＥＭＵＸに具現しても同様になる。
【００５４】
以下、上述した図４Ｂの構成の逆方向フレームが前記乗算器７１６の入力に提供される動
作を説明する。前記乗算器７１６は前記受信器で使用されたＰＮ符号と同一のＰＮ符号を
掛けて前記入力逆方向フレームを逆拡散する。前記ＤＥＭＵＸ２・７１８は前記逆拡散さ
れた信号を時間上逆多重化する。前記時間上逆多重化は前記逆拡散された信号からパイロ
ット信号を分離する過程を意味する。即ち、前記入力信号でパイロット信号にビット単位
に挿入されている前記第１及び第２トラヒックチャネルの多重化されたフレーム受信結果
表示ビットを抽出するものである。これはＤＥＭＵＸ２・７１８を制御して前記パイロッ
ト信号を所定出力端に出力する間、予め設定された周期に至った時、他の出力端を選択し
て前記多重化されたフレーム受信結果表示ビットを差別化された出力端に出力することに
よりできる。この時、前記ビット単位に挿入された前記フレーム受信結果表示ビットを抽
出する周期は、設計に従って変えることができる。例えば、一つの電力制御グループ(Ｐ
ＣＧ；Power Control Group)の周期を１．２５ｍｓとすると、前記周期は約０．０６９４
ｍｓである（１．２５ｍｓを１８に分ける）。従って、“１．２５ｍｓ～約０．０６９４
ｍｓ”の間はパイロット信号を出力し、前記周期が経過する時点から約０．０６９４ｍｓ
間は前記フレーム受信結果表示ビットを抽出する。
【００５５】
前記ＤＥＭＵＸ１・７２０は前記多重化されたフレーム受信結果表示ビットを逆多重化し
て、第１トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットと第２トラヒックチャネルの
フレーム受信結果表示ビットを分離する。前記逆多重化形態は前記ＤＥＭＵＸ１・７２０
を制御する方法により作り出すことができる。しかし、本実施形態では第１トラヒックチ
ャネルのフレーム受信結果表示ビットを選択した後、第２トラヒックチャネルのフレーム
受信結果表示ビットを選択する形態に逆多重化を遂行する。従って、前記形態への逆多重
化のためには、前記第１トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットのビット数だ
けのＤＥＭＵＸ制御ビットと前記第２トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビット
のビット数だけのＤＥＭＵＸ制御ビットが要求される。例えば、前記第１トラヒックチャ
ネルのフレーム受信結果表示ビットのビット数が“８”であり、前記第２トラヒックチャ
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ネルのフレーム受信結果表示ビットのビット数が“８”であると仮定すると、前記ＤＥＭ
ＵＸ１・７２０を制御するための制御ビット数は“１６”になる。また、前記第１及び第
２トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットを選択する制御ビット値は、それぞ
れ自由に決定することができる。一方、図示しないが、前記ＤＥＭＵＸ１・７２０を制御
するためには制御部が要求されるが、前記制御部は送信器の全般的な動作を制御するか、
またはＤＥＭＵＸ１・７２０のみを別に制御するかには関係ない。
【００５６】
上述した動作により出力される第１及び第２トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示
ビットは対応する第１及び第２トラヒックチャネルの利得を調節するための情報に使用さ
れる。前記トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットによりトラヒックチャネル
の利得を調節することはすでに公知された技術であるので詳細な説明は省略する。
【００５７】
本発明の第１実施形態による前記逆方向フレーム処理装置は第１トラヒックチャネルの連
続的なフレーム受信表示ビットの受信後、第２トラヒックチャネルの連続的なフレーム受
信表示ビットを有する逆方向フレームに関して動作する。また第１及び第２トラヒックチ
ャネルのフレーム受信表示ビットを交替で選択するように前記ＤＥＭＵＸ１・７２０を制
御することにより第１トラヒックチャネルのフレーム受信表示ビットと第２トラヒックチ
ャネルのフレーム受信表示ビットを交替で有する逆方向フレームに対して動作することも
できる。このような逆方向フレームは図４Ｃに示されている。
【００５８】
第２実施形態
図８Ｃは本発明による図８Ａに示した移動局送信器に対応する基地局で前記逆方向フレー
ム受信器の他の実施形態を示した図である。前記図８Ｃを参照すると、乗算器８２０は受
信逆方向フレームを受信器で使用されたＰＮ符号と同一のＰＮ符号を利用して逆拡散する
。この時、前記逆方向フレームのフォーマットは上述した図８Ｂで示しているようである
。乗算器８２２は前記逆拡散された信号と第１直交符号を掛けて前記多重化されたフレー
ム受信結果表示ビットを復調する。この時、使用される第１直交符号は受信器で変調のた
め使用された直交符号と同一の直交符号であるべきである。乗算器８２４は前記逆拡散さ
れた信号と０番直交符号(Ｗ0)を掛けてパイロット信号を復調する。デマルチプレクサ(以
下、“ＤＥＭＵＸ”)８２６は前記多重化されたフレーム受信結果表示ビットを逆多重化
して第１トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットと第２トラヒックチャネルの
フレーム受信結果表示ビットを分離する。この時、使用される逆多重化方法は受信器でな
された多重化に対応すべきである。
【００５９】
以下、上述した図８Ｂに示した形態の逆方向フレームが前記乗算器８２０の入力に提供さ
れる動作を説明する。前記乗算器８２０は前記受信器で使用されたＰＮ符号と同一のＰＮ
符号を掛けて前記逆方向フレームを逆拡散する。前記乗算器８２４は前記逆拡散受信信号
とＷ0を掛けて、異なる直交符号により変調された前記フレーム受信結果表示ビットは除
去し、パイロット信号のみを復調する。一方、前記乗算器８２２は前記逆拡散された逆方
向フレームと第１直交符号を掛けて、前記パイロット信号は除去し、前記フレーム受信結
果表示ビットのみを復調する。前記ＤＥＭＵＸ８２６は第１及び第２トラヒックチャネル
のフレーム受信結果表示ビットを前記乗算器８２２の出力から分離する。
【００６０】
上述した動作により出力される第１及び第２トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示
ビットは対応する第１及び第２トラヒックチャネルの利得を調節するための情報に使用さ
れる。前記トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットによりトラヒックチャネル
の利得を調節することは、すでに公知された技術であるので詳細な説明は省略する。
【００６１】
第３実施形態
図９Ｃは本発明による図９Ａに示した移動局送信器に対応した送信器の逆方向フレーム受
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信器の第３実施形態を示した図である。前記図９Ｃを参照すると、乗算器９２４は逆方向
フレームを受信器で使用されたＰＮ符号と同一のＰＮ符号を利用して逆拡散する。この時
、前記逆方向フレームのフォーマットは上述した図９Ｂで示しているようである。乗算器
９２６は前記逆拡散された信号と第１直交符号を掛けて、第１トラヒックチャネルのフレ
ーム受信結果表示ビットと第１逆方向トラヒックチャネルフレームデータを含む多重化さ
れた信号を復調する。乗算器９２８は前記逆拡散された信号と第２直交符号を掛けて、第
２トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットと第２逆方向トラヒックチャネルフ
レームデータを復調する。この時、使用される第１及び第２直交符号は受信器で変調のた
め使用された直交符号と同一の直交符号である。乗算器９３０は前記逆拡散された信号と
０番の直交符号(Ｗ0)を掛けてパイロット信号を復調する。第１デマルチプレクサ(以下、
“ＤＥＭＵＸ１”)９３２は前記乗算器９２６の出力を逆多重化して、第１トラヒックチ
ャネルのフレーム受信結果表示ビットと第１逆方向トラヒックチャネルのフレームデータ
を分離する。第２デマルチプレクサ(以下、“ＤＥＭＵＸ２”)９３４は前記乗算器９２８
の出力を逆多重化して、第２トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットと第２逆
方向トラヒックチャネルのフレームデータを分離する。この時、使用される逆多重化方法
は受信器でなされた多重化に対応すべきである。
【００６２】
以下、上述した図９Ｂに示した構成の逆方向フレームが前記乗算器９２４の入力に提供さ
れる動作を説明する。前記乗算器９２４は前記受信器で使用されたＰＮ符号と同一のＰＮ
符号をかけて前記逆方向フレームを逆拡散する。前記乗算器９３０は前記逆拡散された逆
拡散フレームとＷ0を掛けて、異なる直交符号により変調された他の信号は除去し、パイ
ロット信号のみを復調する。一方、前記乗算器９２６は前記逆拡散された逆方向レームを
第１直交符号により多重化し、前記第１トラヒックチャネルのフレーム受信表示ヒット及
び第１逆方向トラヒックチャネルのフレームデータを含む多重化された信号のみを復調す
る。また、前記乗算器９２８は前記第２直交符号により前記逆拡散された逆方向フレーム
を多重化し、前記第２トラヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットと前記第２逆方
向トラヒックチャネルのフレームデータを含む前記多重化された信号のみを復調する。前
記ＤＥＭＵＸ１・９３２は前記乗算器９２６の出力から前記第１トラヒックチャネルのフ
レーム受信結果表示ビットと前記第１逆方向トラヒックフレームデータを分離する。前記
ＤＥＭＵＸ２・９３４は前記乗算器９２８の出力から前記第２トラヒックチャネルのフレ
ーム受信結果表示ビットと前記第２逆方向トラヒックフレームデータを分離する。
前記第１及び第２トラヒックチャネルの前記フレーム受信結果表示ビットは前記第１及び
第２トラヒックチャネルの利得を調節するために使用される。トラヒックチャネルを利用
してトラヒックチャネルの利得を調節することはすでに公知された技術であるので詳細な
説明は省略する。
【００６３】
第４実施形態
図１０Ｂは本発明による図１０Ａに示した移動局送信器に対応した基地局の前記逆方向フ
レーム受信器の第４実施形態を示した図である。前記図１０Ｂを参照すると、乗算器１０
１６は入力逆方向フレームを受信器で使用されたＰＮ符号と同一のＰＮ符号を利用して逆
拡散する。この時、前記逆方向フレームのフォーマットは上述した図４Ｅで示しているよ
うである。第２デマルチプレクサ(以下、“ＤＥＭＵＸ２”)１０１８は前記逆拡散された
信号に対して時間上逆多重化を遂行して、パイロット信号と前記多重化されたトラヒック
チャネル制御ビットを分離して出力する。第１デマルチプレクサ(以下、“ＤＥＭＵＸ１
”)１０２０は前記第１トラヒックチャネルの電力制御ビットと前記第２トラヒックチャ
ネルの前記フレーム受信結果表示ビットを分離して出力する。
【００６４】
以下、上述した図４Ｅの構成の逆方向フレームが前記乗算器１０１６の入力に提供される
動作を説明する。前記乗算器１０１６は前記受信器で使用されたＰＮ符号と同一のＰＮ符
号をかけて前記逆方向フレームを逆拡散する。前記ＤＥＭＵＸ２・１０１８はビット単位
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に挿入された多重化されたトラヒックチャネル制御ビットと前記パイロット信号を前記逆
拡散信号から分離する。これはＤＥＭＵＸ２・１０１８を制御して前記パイロット信号を
所定出力端に選択して出力する間、予め設定された周期に至った時、他の出力端を選択し
て前記多重化されたフレーム受信結果表示ビットを差別化された出力端に出力することに
よりできる。この時、前記ビット単位に挿入された前記フレーム受信表示ビットを抽出す
る周期は、設計によって変えることができる。
【００６５】
前記ＤＥＭＵＸ１・１０２０は前記第１トラヒックチャネルの電力制御ビットと第２トラ
ヒックチャネルのフレーム受信結果表示ビットを逆多重化する。前記逆多重化形態は前記
ＤＥＭＵＸ１・１０２０を制御する方法により様々に実現することができる。しかし、本
実施形態では前記電力制御ビットと前記フレーム受信結果表示ビットを交替で選択する形
態に逆多重化を遂行する。
【００６６】
第１トラヒックチャネルの電力制御ビットと第２トラヒックチャネルのフレーム受信表示
ビットは第１及び第２トラヒックチャネルの利得を制御するのに使用される。前記電力制
御ビットは異なる電力制御グループ内で異なる値を有することができ、前記フレーム受信
結果表示ビットのそれぞれは一つのフレーム内で同一の値を有することもできる。
【００６７】
【発明の効果】
上述したように本発明は基地局送信器から二つ以上のチャネルを受信する移動局受信器が
、前記チャネルに対するフレーム受信結果表示ビットを多重化して伝送することにより、
基地局送信器は前記フレーム受信結果表示ビットに基づいて送信電力を効率的に制御する
ことができる。また前記移動局受信器は、チャネルに従ってフレーム受信結果表示ビット
と電力制御ビットを多重化して送信することにより、それぞれ異なるトラヒックチャネル
に対して遅い電力制御と速い電力制御を同時に遂行することができるようになる。
以上、本発明の実施形態を添付図面を参照して説明したが、本発明はこの特定の実施形態
に限るものでなく、各種の変形及び修正が本発明の範囲を逸脱しない限り、該当分野にお
ける通常の知識を持つ者により可能なのは明らかである。
【図面の簡単な説明】
【図１Ａ】　従来の移動通信システムでフレーム受信結果を報告する動作の一例を概念的
に示した図である。
【図１Ｂ】　従来の移動通信システムでフレーム受信結果を報告する動作の他の一例を概
念的に示した図である。
【図１Ｃ】　本発明の実施形態による移動通信システムでフレーム受信結果を報告する動
作を概念的に示した図である。
【図２】　従来の移動通信システムでフレーム受信結果報告による通常的であるフレーム
遅延関係を示した図である。
【図３Ａ】　従来の受信器の受信結果表示ビットを多重化するための構成を示した図であ
る。
【図３Ｂ】　従来の電力制御グループの構成を示した図である。
【図４Ａ】　従来の受信結果報告のため使用されるフレーム構造を示した図である。
【図４Ｂ】　本発明の一実施形態による受信結果報告のため使用されるフレーム構造を示
した図である。
【図４Ｃ】　本発明の他の実施形態による受信結果報告のため使用されるフレーム構造を
示した図である。
【図４Ｄ】　本発明の第３実施形態による受信結果報告のため使用されるフレーム構造を
示した図である。
【図４Ｅ】　本発明の第４実施形態による受信結果報告のため使用されるフレーム構造を
示した図である。
【図４Ｆ】　本発明の第５実施形態による受信結果報告のため使用されるフレーム構造を
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示した図である。
【図５】　本発明の実施形態による移動通信システムを構成する基地局送信器の構成を示
した図である。
【図６Ａ】　本発明の実施形態による移動通信システムを構成する移動局受信器の第１ト
ラヒックチャネルのフレームを受信するための構成を示した図である。
【図６Ｂ】　本発明の実施形態による移動通信システムを構成する移動局受信器の第２ト
ラヒックチャネルのフレームを受信するための構成を示した図である。
【図７Ａ】　本発明の実施形態による移動通信システムを構成する移動局受信器で逆方向
送信フレームを生成するための構成の一実施形態を示した図である。
【図７Ｂ】　本発明の実施形態による図７Ａに示した送信器で受信逆方向フレームを処理
するための構成の一実施形態を示した図である。
【図７Ｃ】　図７Ａの移動局送信器に対応する基地局で入力逆方向フレーム受信器の一実
施形態を示した図である。
【図８Ａ】　本発明による移動通信システムの送信器で送信逆方向フレームを生成するた
めの構成の他の実施形態を示した図である。
【図８Ｂ】　図８Ａに示した受信器で発生される送信逆方向フレームの構造を示した図で
ある。
【図８Ｃ】　本発明による移動通信システムの図８Ａに対応した送信器で受信逆方向フレ
ームを処理するための構成の他の実施形態を示した図である。
【図９Ａ】　本発明による移動通信システムの送信器で送信逆方向フレームを生成するた
めの構成の第３実施形態を示した図である。
【図９Ｂ】　図９Ａに示した受信器で発生される送信逆方向フレームの構造を示した図で
ある。
【図９Ｃ】　本発明による移動通信システムの図８Ａに対応した受信器で受信逆方向フレ
ームを処理するための構成の第３実施形態を示した図である。
【図１０Ａ】　本発明による移動通信システムの送信器で送信逆方向フレームを生成する
ための構成の第４実施形態を示した図である。
【図１０Ｂ】　本発明による移動通信システムの図１０Ａに示した受信器で受信逆方向フ
レームを処理するための構成の第４実施形態を示した図である。
【符号の説明】
１１０ｃ…送信器(基地局)
１２０ｃ…受信器(移動局)
５１０，５１２…フレーム生成器
５１４，５１６，５２４，５２６、５２８，５３０…乗算器
５１８…第１利得発生器
５２０…第２利得発生器
５２２…チャネル利得発生器
５３２…乗算器
６１０，６２０…逆拡散器
６１２，６２２…逆符号化器
６１４，６２４…ＣＲＣ検査部
６１６…電力測定部
６１８，６２６…フレーム受信結果測定部
７１０，９１０，１０１０…第１マルチプレクサ
７１２…ＭＵＸ２
７１４，７１６…乗算器
７１８，９３４，１０１８…第２デマルチプレクサ
７２０，９３２，１０２０…第１デマルチプレクサ
８１０…マルチプレクサ
８１２，８１４，８１８，８２０，８２２，８２４，９１４，９１６，９１８，９２２，
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９２４，９２６，９２８，９３０，１０１４，１０１６…乗算器
８１６，９２０…加算器
８２６…デマルチプレクサ
９１２，９３４，１０１２…第２マルチプレクサ

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図２】

【図３Ａ】
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【図４Ｄ】 【図４Ｅ】
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【図７Ａ】 【図７Ｂ】
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【図７Ｃ】 【図８Ａ】

【図８Ｂ】 【図８Ｃ】



(26) JP 4098524 B2 2008.6.11
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